
第５回
百目木地区かわまちづくり協議会

日時 令和７年１２月２４日（水） 午前１０時～

会場 中央公民館 町民ホール



（１） 百目木地区かわまちづくり計画案について

1



大江町百目木地区かわまちづくり協議会

アドバイザー
山形河川国道事務所

事務局
大江町建設水道課

教育文化課

大江町文化的景観
保存整備検討
委員会

指導
助言

利活用の提案
進め方等の提示

かわまちづくり検討会（ワークショップ）

一般公募メンバー 関係団体構成員

役場若手職員学識者

▲ 百目木地区かわまちづくり推進体制

土木部会

⚫ 最上川百目木地区の河川空間の利活用や維持管理等に関する協議を行うため、地元住民、関連団体、学識者等から構成され

る「百目木地区かわまちづくり協議会」を令和6年1月に設立した。

⚫ さらに、関係団体構成員、役場若手職員、および一般公募に応募した住民等で構成される「百目木地区かわまちづくり検討会」

を令和6年2月に設立し、ワークショップ形式によるかわまちづくりのハード・ソフト施策等の検討を行っている。

⚫ 検討会には、「文化的景観保存整備検討委員会」の土木部会長である法政大学 福井恒明教授が企画・運営等を行っている。ま

た、法政大学や東北芸術工科大学の学生がグループワークに参加するなど、幅広い視点から意見交換を行っている。

⚫ 検討においては、当該地区が国選定重要文化的景観のエリア内であることから、「大江町文化的景観保存整備検討委員会」の

意見も踏まえながら取り組んでいる。

⚫ 今月末現在、これまでかわまちづくり協議会は5回、かわまちづくり検討会を10回開催し、多くのご意見をいただきながら検討を

重ねてきた。

地元住民

関係団体

学識者

１．推進体制・取組み内容

■ 計画策定の推進体制

▲第1回協議会の様子

▲第2回検討会グループワークの様子
（法政大学と東北芸術工科大学の

学生さんも参加）

▲検討会における現地視察・
まち歩きの様子
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両方の要素を取り入れた百目木地区のかわまちづくり

大江町を知るみなさんが語る、使う最上川 国選定 重要文化的景観の価値と構成要素

最上川の流通・往来
及び 左沢町場の景観

複合的な景観
政治・行政上の拠点（城下町）×最上川舟運の河岸集落＝独特の生活文化を有する町場

重層的な景観
中世から現代に至る左沢の歴史的展開が現在の土地利用の在り方に表れている
「最上川沿岸に発達した町場の一つの典型として、

この地域における生活・生業を理解するうえで欠くことが出来ない景観地」

百目木地区の淵の地形（→最上川舟運の船着き場）
川～低地～段丘と連続した地形（→川港、河岸集落）
峡谷から盆地へ、河岸段丘（→上流と中流以下で船を交換する中継点）
簗跡、茶屋跡、百目木茶屋唄にうたわれた情景（→最上川と人のつきあいかた）
百目木甚句（→左沢の文化は広域的な流通・往来に根差したもの）

川辺に盛土し擁壁を設けた住宅敷地、川と行き来する階段や路地
（→最上川とのつきあいかた（日常・洪水））

低地に住宅や畑・高台に舟屋敷跡、川から段丘上へ階段状の住宅敷地
（→川沿いの地形に即した土地利用、最上川から段丘へ連続した空間）

川沿いの低地から段丘上の町場へ、道路勾配（→最上川から入る左沢の往来）
平面的な法線と通行できる様子（→陸上交通の要衝、結節点）
桜町渡船場跡や旧最上橋（→左沢を取り巻く交通の変遷）

●原町通り関連の道路・旧最上橋

●城下と河岸の街並み（原町通り沿い）

重要な構成要素

●最上川

かつての最上川との思い出を懐かしみ、花火大会の歴史を伝え
継ぐとともに、水辺での新たな触れ合い・楽しみを見出す

最上川舟運にまつわる自然景観や左沢の街並み、および河岸で
の人々の暮らしの価値を再認識し、保全・継承を図る

最上川
川の姿 川の自然

・豊かできれいな川の流れ
・時に見せる荒ぶる洪水
・景勝地「柏瀞」・「百目木の瀬」

・川沿いの自然豊かな樹林帯
・水辺にすむ多様な生物

城下町

・中世の左沢楯山城跡
・近世の小漆川城跡と町場
（御免町・内町・横町・原町）

・米沢舟屋敷跡
・桜町渡船場跡
・最上川舟唄

・灯篭流しと花火大会
・百目木茶屋
・ヤナ

舟運 祭事・風物

暮らし
「眺める」先の最上川 ～散りばめられた最上川のビューポイント～

楯山公園からの眺め 左沢線の車窓からの眺め 旧最上橋、左沢橋からの眺め

季節を「味わう」の最上川 ～川沿いで食卓を囲む文化～

（春）花見やピクニック （夏）軒先のBBQ （通年）河原で芋煮会

「触れて」楽しむ最上川 ～環境に応じた水辺のアクティビティ～

水切り バス釣り アユ釣り 川遊び

今も続くアクティビティ かつて見られたアクティビティ

川泳ぎ やなで遊ぶ

文化・歴史

２．かわまちづくりの方針

■ 百目木地区かわまちづくりのコンセプト
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最上川舟運や百目木の暮らしに根差した重要文化的景観を継承しながら、住民や来訪者が集う花火大会などの地域

の伝統行事を通して賑わいと交流を生み出す。また住民の水辺への誇りと愛着を育み、地域資源として未来へつなげる。

上位計画を前提として、「百目木地区かわまちづくり検討会」の意見をまとめた「大江町を知るみなさんが語る・使う最上川」で描かれた姿と、
重要文化的景観「最上川の流通・往来及び左沢町場の景観」の価値から、百目木地区かわまちづくりの基本方針と４つの目標を設定した。

２．かわまちづくりの方針

「最上川の水辺に誇りと賑わいを生み、大江町の歴史文化と記憶を未来へつなぐ」

「百目木地区かわまちづくり」のキャッチコピー

「百目木地区かわまちづくり」の基本方針

目標1：【水辺の賑わい創出】花火大会を核とした水辺の賑わい創出と地域交流の促進

目標４：【連携と活用】多様な連携による水辺空間の新たな活用と持続の体制構築

目標2：【歴史・文化の継承と発信】左沢・百目木の歴史・文化を未来へつなぐ学びと体験の場づくり

目標3：【広域ネットワークの構築】新たな川とのつながりを生み出す周遊動線の構築

「百目木地区かわまちづくり」の目標
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３．エリア区分図

くらし伝承エリア
かつての住家の区画を伝えながら、

日常の利用が可能な空間

川端くつろぎエリア
川端線沿いのひな壇状になっている

暮らしの痕跡を残しつつ、

日常的に活用でき、花火大会会場

としての活用が可能な空間

最上川文化拠点エリア
最上川舟運や水害、文化的景観が分かる
拠点で、見晴らしの良い立地を活かして

観光客が立ち寄り、イベントやキッチンカー
が入るマルシェ等ができる空間

水辺への誘いエリア
車でアプローチでき、

日常的に活用できる空間

凡 例

：既存擁壁

：腰積擁壁（新設）
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原町番所

桜町渡船場

斎藤茂吉の歌碑

地蔵尊

斎藤茂吉の歌碑

左沢楯山城跡

羽越水害の水位表示
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花火大会
【1/365日】

日常
【364/365日】

文化的景観
【365/365日】

使い方のコンセプト
○川辺への集客
⇒川辺での花火観覧
⇒灯ろう流しの観覧

○暮らしと文化的景観の融合
⇒暮らしの中の楽しむ場
⇒来訪者の楽しむ場

○重要文化的景観の継承
⇒景観と暮らしの継承
⇒視点場（3箇所）からの眺望

水辺への誘いエリア

• 自由観覧席（無料）

• 音響設備

• 町道、フットパスへのアクセス

• 灯ろう流し体験スポット

• 小規模イベント

• 駐車場（おもいやりＰ）

• 芋煮広場（花見、芋煮）、水道設備

• フットパスと連動した散策

• 軽スポーツ

• 残した桜は大事にする（桜並木）

• 土地の細やかな表情が損なわれない
• 画一的で人工的な構造や単調な造成
は避ける

• 既存路地の動線は継承する

最上川文化拠点エリア

• 露店出店

• 音響、電気、上下水道設備

• 小規模イベント

• 来訪者へのガイド案内拠点

• ガイダンス機能対応施設

• トイレ等便益施設

• 電気、水道設備

• 高台を活かした展望空間

• 地形と既存擁壁の保存

• 高台を生かした文化的景観、舟運の歴

史が伝わる拠点

• 各エリアや史跡左沢楯山城跡の情報

発信

• 文化的景観の可視化

川端くつろぎエリア

• 有料観覧席

• 大会本部（テント張り）

• 川辺を招待者席（桟敷席）

• 音響、電気、水道設備

• 川端線沿いに露店出店

• 山際に桜を植栽（日陰）

• 小規模イベント

• 山際に桜並木

• 町道沿いを駐車場

• フットパスと連動した散策

• 家族や子供が遊べる空間

• 最上川舟運、水害と共に生きてきた暮

らしを伝える

• 町道川端線の宅盤を尊重

• 大規模な造成を避け、現地盤のスケー

ル感を継承

くらし伝承エリア

• 自由観覧席（無料）

• 音響設備

• フットパスへのアクセス

• フットパスと連動した散策

• 歴史、文化、防災学習の場

• 川と密接した暮らしを表す宅盤や擁壁、

川への階段などを尊重

• 水辺の風情を感じさせるような空間構

成

• 日本一公園からの眺望配慮

４．百目木地区かわまちづくり エリアの使い方
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目標１【水辺の賑わい創出】花火大会を核とした水辺の賑わい創出と地域交流の促進

⚫ 「道の駅おおえ」で左沢・百目木地区の歴史・文化に関する情報を発信し、町外からの来訪者を百目木地区や左沢町場地区へ誘導する。

⚫ 重要文化的景観の構成要素等を巡る町歩きコースを設定し、案内看板等で周知するとともに、観光ガイドの案内ルートに活用する。

⚫ 公共交通機関やレンタサイクルによる拠点間の移動をサポートするとともに、自家用車に対応した駐車スペースを整備する。

⚫ 最上川と地域住民との新たなつながりが生まれるように、水辺を利用したイベントを企画する。

⚫ 日常的な管理を含めて、かわまちづくりを持続的に進めるため、住民、団体、事業者、町及び河川管理者による新たな組織や仕組みの

構築を図る。

⚫ 水辺の活用についてアイデアを持つ個人や団体、事業所等が主体的に活動し、河川空間が新たな連携、活躍の場となるよう積極的に支

援する。

５．百目木地区かわまちづくりの目標を実現するための主な取組み

⚫ 水難者供養を端緒とする県内最古の「灯ろう流し花火大会」で、川面を漂う灯ろうと夜空を彩る花火を安全に観覧できる空間を創出する。

⚫ 日常において、花見や芋煮、子どもの遊び場等として気軽に訪問し、活用できる空間を創出する。

⚫ 日常的にかわとまちの行き来ができるよう、かわとまちの結節点を踏まえたアクセスルートを構築する。

⚫ 学校教育や既設の施設と連携し、現地での新たな体験と学びの場づくりを進める。

⚫ 「日本一公園」やJR左沢線、旧最上橋等の視点場から、整備前後の景観を対比して見ることができる仕掛けづくりを行う。

⚫ 既設の施設と連携しながら、多様な手法を活用した、左沢の歴史・文化、重要文化的景観、かわまちづくりなどの情報発信を行う。

目標２【歴史・文化の継承と発信】左沢・百目木の歴史・文化を未来へつなぐ学びと体験の場づくり

目標３【広域ネットワークの構築】新たな川とのつながりを生み出す周遊動線の構築

目標４【連携と活用】多様な連携による水辺空間の新たな活用と持続の体制構築
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【階段】
最上川文化拠点
エリアとのアクセ
スルートとして活
用

【アクセス路】
最上橋側から駐車場へのア
クセス路として活用
※待避所の設置は今後検討

【原っぱ】
イベント時の臨時駐車場
としても活用可能

米沢藩舟屋敷の一部だっ
たことが分かる活用につい
て今後検討
（原っぱと異なる植栽な
ど）

新たな灯ろう流しの場
の整備
（イベント時に桟橋の
設置等を検討）

最上川

【駐車スペース】
日常的な観光客（個人・学校・小
規模ツアー）や小規模イベント
時の駐車場として活用

【案内看板】
米沢藩舟屋敷跡
の看板を設置

【歌碑】
フットパス沿いの歌碑
は見学ルートのポイン
トとして周囲に花を植
える。

【アクセス路】
既存の路地をエリア内
のアクセス路として活
用

【アクセス路】
階段からエリア
内へのアクセス

水が出ている場
所があり、水質
に問題無ければ、
経路を確認し、
エリア内で手洗
い場等での活用
を検討 令和7年6月撮影

【多目的広場の利活用イメージ】
下段の広場はクレイ（土系）舗装とし、春は花見、秋は芋
煮、子どもの遊び場、BBQ等で利用できる空間を創出

ふれあい会館
へのアクセス

■水辺への誘いエリア：車でアプローチでき、日常的に活用できる空間

いざな

駐車場と多目的広場を
自由に行き来できる緩
やかな傾斜

【桜並木】
既存の桜並木を保全し、花見
スポット、観光ルートとして活
用

【多目的広場】
花火大会の自由観覧エ
リアとして活用
日常は老若男女が集い、
水辺を散歩したりできる
憩いの場として活用

【フットパス】
フットパス河道側の石が多く見
られる部分は、石を撤去又は
覆土を行い再整備

６．整備イメージ図

▲水郷大江夏まつり灯ろう流し花火大会 8



【（仮）舟運文化ガイダンス施設】
最上川舟運の歴史や文化、重要
文化的景観、洪水などの情報発
信施設

【アクセス路】
川端線坂路上側や川端
くつろぎエリアへのアク
セスルートを確保

【拠点スペース】
花火大会での露店出店ス
ペースや音響設備の設置箇
所等での活用を検討
中央部は、将来的に便益施
設を整備する可能性を残し
てスペースを空けておく。
（日本一公園から眺めたとき、
のっぺりとした広大な平坦
面ができないように留意す
る）

照明の設置

【地蔵尊】
地蔵尊と周りの樹木は保
全し、川供養の歴史を顕
彰する。

【フットパス】
フットパス河道側の石が多く見
られる部分は、石を撤去又は
覆土を行い再整備

【最上川文化拠点エリアの利活用イメージ】
⚫ ここに来ると最上川舟運や水害、文化的景観が分かる拠点、見晴らし
のよい立地を生かして観光客等が立寄る拠点の創出

⚫ 川辺で気軽にイベントやキッチンカーが入るマルシェ等ができる空間
を創出

マルゴ跡地盤高から擁壁を切り下げて低木植栽を行う

低木植栽
（常緑）

2.0m以上確保

0.6m程度
1.0m程度

安全性を高めるに
は植栽の中に1.1m
のフェンス設置も考
えられる

境界部に40～50cm
の腰掛け設置も考
えられる

【擁壁部の転落防止対策案】

■最上川文化拠点エリア：最上川舟運や水害、文化的景観が分かる拠点で、見晴らしの良い立地を活かして観光客

が立ち寄り、イベントやキッチンカーが入るマルシェ等ができる空間

【転落防止対策】
擁壁（敷地の端）に低木植栽を巡らせる。さ
らに安全性を高めるため、フェンスの併用
などを検討

６．整備イメージ図
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【（仮）小鵜飼舟模型】
最上川舟運を具体的に想
起させる展示物について、
舟屋敷跡周辺への設置を
検討する



【花火大会本部】
花火大会の本部とし
て活用するスペース

【擁壁の保存】
•百目木らしさが伝わる玉石積み
はできるだけ残しながら平坦面を
確保する。

•コンクリート擁壁を切った跡は、石
を並べる等、かつての区割が分
かるように示す。

•フットパス沿いの擁壁は高い方の
上部をカットし、高さを一律にする。

【既存の小路】
堤防上流端からエリア内へ
のアクセスルートとして活用
既存の擁壁がない区間は、
道の脇に玉石等を一列に並
べて道をわかりやすくする。

最上川

新たな灯ろう流しの場
の整備
（イベント時に桟橋の設
置等を検討）

【桜並木】
桜は背後の住家の眺望阻害にな
らないよう、間隔をあけて植樹す
る。

【川端線沿いの宅地盤】
•今ある奥行のまま残し、日常の
駐車場や花火大会の関係者駐
車場として活用

•花火大会では川端線沿いに露
店が設置可能な活用を検討

•季節の花を植えたプランターを
並べるなど段差の縁を彩る。

【平場の活用】
•日常では家族連れや子供た
ちが散策し、遊べるスペース
として活用

•花火大会では有料観覧エリ
アとして活用

•水たまりのできにくい緩い傾
斜のある平坦面の原っぱとす
る。

【川端くつろぎエリアの利活用イメージ】
テントサウナと川辺で川風を感じる、キッチンカーによる飲食、桜の木
陰でくつろぐ、子どもが遊ぶなど、多様なニーズに応じつつ自然の中
でくつろげる空間を創出。

自然な植生のイメージ

堤防上流端
との接続

■川端くつろぎエリア：川端線沿いのひな壇状になっている暮らしの痕跡を残しつつ、日常的に活用でき、花火大会会場としての活
用が可能な空間

６．整備イメージ図
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【段差の活用】

現在の擁壁は撤去し、新た
に転落の危険性が低く腰掛
けられる高さ（45cm程度）の
段を設ける。

【日本一公園・左沢線からの眺めの工夫】

古写真等を確認した結果、大きなのっぺりとした
面が生じると日本一公園からの眺めたとき違和
感が生じる。段差は解消してもかつての区割り
を表示することで影響の軽減を図る。
⇒区割りの線を石で示すなど

照明の設置
（夜間の階段
使用時の安全
面を考慮）

【高水敷の整備の工夫】

•堤防の下からフットパス脇の段差まで、2段程
度に分けることで地面の傾斜を緩くして平場を
広くとる。

•法尻に近い場所は維持管理面を考慮して、除
草機械が入れるようにする。

最上川

■くらし伝承エリア：かつての住家の区画を伝えながら、日常の利用が可能な空間

【平場の活用】

•日常では地元住民が散策し、景色を眺め、段
差に腰かけて休憩できるスペースとして活用
•観光ルートの一部や防災学習の場として活用
できるよう、文化的景観やかつての川沿いの
暮らしの案内サインの活用を検討
•花火大会では自由観覧エリアとして活用
•水たまりのできにくい緩い傾斜のある平坦面の
原っぱとする。

６．整備イメージ図

柏瀞や綱手道、最上川舟唄
の案内の場としての活用を
検討

テトラポッドの目隠し
を検討する。

最上川舟唄発祥の地碑
は
堤防整備に伴い、移転
の可能性がありうる

堤外地への容易な徒歩
アクセスと洪水時安全性
を両立する手法の検討
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重要文化的景観を構成する最上川舟運や河岸集落、土地利用を活かして、

水辺の交流の場を創出し、最上川文化を発信するとともに、かつて水辺で生

活していた人々の暮らしを伝承する。

百目木地区：最上川文化の発信拠点・かわまちづくり整備の拠点

重要文化的景観に選定されている左沢の町場を巡るまち歩きコースの設定・

活用により、まちなかの周遊性を向上するとともに、百目木地区や柏陵地区

への移動手段の確保により、広域的な観光ネットワークの中心拠点とする。

左沢町場地区：重要文化的景観の発信拠点

「道の駅おおえ」や「テルメ柏陵」が有する広域的集客力を活かして百目木地

区かわまちづくり及び大江町に関する情報発信を行う。

柏陵地区：広域交流拠点・情報発信拠点

●「百目木地区かわまちづくり」の基本方針を踏まえて、百目木地区かわまち
づくりの広域的な展開を見据えたゾーニングを設定した。

３つの拠点を結ぶネットワークを構築し、
新たな川とのつながりを生み出す

７．百目木地区かわまちづくりの広域ネットワーク

百目木地区：
最上川文化の発信拠点

左沢町場地区：
重要文化的景観の発信拠点

柏陵地区：
広域交流拠点・情報発信拠点

かわとまちの
ネットワーク

百目木・左沢と交流拠点
とのネットワーク
（バス・自家用車）

まち歩きルート設定
による市街地区の
周遊性向上
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８．維持管理方針

・河川管理者、大江町、民間事業者、施設利用者等が適切な役割分担で継続
的に維持管理をしていくことを目指す。

・最上川文化拠点エリアをはじめとする各エリアにおける占用物に関する日常

的な管理については当面、大江町が実施するものとし、将来的には百目木地

区かわまちづくり協議会を発展させて持続的な維持管理を図る組織の立ち上

げを目指す。また、親水護岸やフットパス等の河川管理施設が水害等で基盤

が損なわれた場合の復旧は河川管理者がおこなう。

・施設を利用する民間事業者や施設利用者は自身のごみの持ち帰りだけでな

く、自発的にごみ拾いを行うよう啓発に努める。

・定期的な草刈り（年１回の河川一斉清掃）や清掃活動（灯ろう流し花火大会

前後）は、現在の地元住民によるほか、町民のボランティアを募って実施する

体制を構築する。

▲維持管理体制のイメージ

施設の安全確保に向け、河川管理者と大江町による安全利用点検

を利用して定期的に施設の点検をおこなう。

■ 安全利用点検の実施

イメージ

「百目木地区かわまちづくり会議（仮称）」の河川協力団体への登録

により、河川清掃や除草を主体的に実施してもらう取組みを検討して

いる。

▲河川協力団体の活動のイメージ▲安全利用点検の様子

イメージ

イメージ

地域住民や協議会の

構成員を主体
河川管理者

河川管理施設の点検

河川管理施設周辺の除草等

大江町

百目木地区かわまちづくり会議（仮称）

定期的な維持管理（清掃・除草等）

利活用に向けたイベント等の検討

良好な環境・景観の保全⇒更なる利活用・観光振興

桜の維持管理

清掃活動や草刈りの支援整備箇所周辺の清掃・除草等

支援

■ 百目木地区の維持管理・推進方針（案）

■ 河川協力団体への登録
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9．計画登録までのスケジュール

項目

R7年度 R8年度

R7年10月以
前

11月 12月 R8年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

か
わ
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
協
議
等

協議会
（予定）

・第3回協議会
(5/16)
・第4回協議会
(8/6)

・第5回協議会
（12/24）

検討会
（予定）

・第7回検討会
(6/19)
・第8回検討会
(7/17)
・第9回検討会
(9/11)
・第10回検討会
(10/21)

関連会議・
パブコメ等

・文化的景観保存
整備検討委員会
(5/30、8/6)
・住民説明会
(8/1)
・河川空間の活用
に関する意向調査
(10/17～31)

・文化的景観保
存整備検討委
員会(11/6)

・意向調査個別
ヒアリング
（12/12）
・住民説明会
（12/18）

・文化庁協議
・文化的景観
保存整備検
討委員会

・文化庁協議
・文化的景観
保存整備検
討委員会

法定手続き等
(関係機関・
町）

・計画書素案作成 ・計画書(案)
作成
（中旬）

・計画書作成
（上旬）
・かわまち登録
申請(下旬)

・かわまちづく
り計画の登録

かわまち支援制度
への申請

・事前ヒア１回目
（局）
（10/27）

・本省ヒア１回目
（11/28）

・事前ヒア
２回目
（局・本省）

・事前ヒア
3回目
（局・本省）

令和７年１２月１８日時点

継続して実施

継続して実施
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